
　介護保険制度等の公的サービスで対応できないニーズに対し、ちょこボラサービスなどの住
民の助け合いの理念に基づく事業を進めるなど、住民主体の福祉のまちづくりを目指し、地域
での生活支援の仕組みづくりを関係機関と連携して進めます。
　地域での居場所づくりの一環として取り組まれている「ふれあい・いきいきサロン」につきま
しては、「出張サロン」や「サロンの立ち上げ支援」を引き続き実施し、新規事業として子どもの
学習支援を開始し、進学に関する支援を実施します。
　また、災害の発生に備え、迅速に災害ボランティアセンターを設置し、円滑な運営ができる
よう職員の資質向上に努めます。

　介護保険・障害福祉サービス事業につきましては、介護ニーズが増加し続ける中、介護保険
法・障害者総合支援法の改正、報酬改定などの影響を見極めるとともに、介護職員の人材確保
を図り、健全経営に努めます。
　また、職員の福祉に関する資格取得の推進・バックアップと若手職員の育成・スキルアップ
のための研修体制の充実を図り、新たにオンライン研修なども取り入れ、引き続き職員の資質
向上に努めます。
　さらに、「介護サービス情報の公表制度」の適格事業所、「愛知県介護事業所人材育成認証評価事
業」の認証事業所として、ますます利用者から信頼される質の高いサービスを提供します。

　法人の経営組織の強化及び事業運営の透明性の向上、人材の育成、財務規律の強化、会員の
増強を図り、広報紙、ウェブサイトを活用して市民にわかりやすい情報を発信し、信頼される
法人運営に努めます。
　また、働き方改革の実現に向け、安全で健康に働くことができ、やりがいの感じる職場づく
りに努めます。

　地域福祉事業につきましては、支会※間の情報交換に努め、支会活動の充実を図るとともに、
職員が積極的に地域へ出向き、支会との連携を深めます。
　ボランティアセンター事業につきましては、「いちのみやボランティアフェスティバル」を開催
し、ボランティア相互の交流を図るとともに、各種ボランティア講座等を開催し、ボランティ
アの育成に努めます。
　障害者福祉活動事業につきましては、障害者スポーツを広める機会として、「障害者スポーツ
推進事業」を実施し、障害者スポーツの普及に努めます。
　日常生活自立支援事業につきましては、制度の周知に努め、認知症高齢者、知的障害者、精
神障害者等で判断能力が十分でない方が自立して生活できるよう支援します。

　障害者相談支援事業につきましては、在宅の障害者の地域生活を支援するため、障害者とそ
の家族等からの多岐にわたる相談に応じ、障害者基幹相談支援センターや障害者自立支援協議
会等、関係機関と連携して問題解決に取り組んでいきます。
　また、「指定相談支援事業所」として、障害者がその有する能力や適性に応じ、自立した日常生
活を営むことができるよう的確なケアマネジメントを行い、質の高い相談支援サービスを提供
します。
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居 宅 介 護 等 事 業
法 人 運 営 事 業
地域福祉活動推進事業
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共同募金配分金等事業
ボランティアセンター活動事業
福祉サービス利用援助事業
一 宮 市 受 託 事 業
貸 付 事 業
自 販 機 設 置 事 業
基 金 運 営 事 業 他
当期末支払資金残高
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前期末支払資金残高 22.5%

寄付金その他 9.1%

貸付事業 0.2%

共同募金配分金 3.4%

繰入金 3.0%

受託金 4.2%

会費 6.5%
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ボランティアセンター
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地域福祉活動推進事業 6.5%
居宅介護支援事業 6.2%

基金運営事業他 2.7%

収 入

１　地域課題への対応

２　地域福祉活動の推進

令和３年度　社会福祉法人
一宮市社会福祉協議会　事業計画書

３　介護サービスの充実

５　法人運営の強化

４　安定した相談支援体制の確立

基 本 方 針

　少子高齢化・人口減少、介護や経済格差に伴う貧困問題、地域社会からの孤立などへの対
応が求められている中、今般の新型コロナウイルスの感染拡大は、つながりの希薄化や生活
困窮状態の深刻化を加速させ、福祉課題はより一層複雑・多様化しています。これまでの制
度ごとの支援や「支え手」・「受け手」という関係の支え合いから、分野をまたがった総合
的な支援と地域住民や多様な主体が「丸ごと」つながる支援へと転換することが求められて
います。
　このような状況の中、国は「地域共生社会」の実現に向けて、地域にある課題を他人事で
はなく「我が事」として捉え、地域住民の共助による「ともに創る住みよいまちづくり」を
目指し、「地域包括ケアシステム」の強化を進めています。
　さらに、国際的には豊かで活力ある未来を創る「持続可能な開発目標（SDGs）」が示さ
れ、「誰一人取り残さない持続可能で多様性と包摂性のある社会」の実現に向けて、官民一
体となって取り組みが進められています。
　こうした背景の中、地域福祉推進の中核を担う社会福祉協議会の役割はますます大きく
なってきています。そのため、本会は地域生活課題の解決に向けて、住民主体の理念を掲げ
ながら、行政をはじめ関係機関、民間諸団体等と一層連携を深め、きめ細やかな地域福祉活
動を展開してまいります。
　住民一人ひとりがいつまでも暮らし続けたいと思える、みんなにやさしい安心、安全なま
ちづくりの実現を目指し、以下の基本方針により地域福祉の充実に取り組みます。

ひ    と  ごと

※支会とは、各連区に設置している地区社会福祉協議会のことです。
令和2年度　文書公開の実施状況:申出件数0件
情報公開施行細則に基づき、令和2年度の状況を公開します。
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